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建設工事等の発注に係る総合評価落札方式における賃上げを実施する企

業に対する加点措置について  

   
先般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年１１月１９日閣

決定）及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて

～」（令和３年１１月８日新しい資本主義実現会議）において、賃上げを行う企

業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、「総合評価

落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和３年

１２月１７日付。財計４８０３号。以下「通知」という。）が発出されたことか

ら、防衛省発注機関（契約担当官等（防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年

防衛庁訓令第１０８号）第２条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）が

属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合

幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本

部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の

監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛

装備庁をいう。以下同じ。）が行う建設工事並びに建設工事に係る測量及び建設

コンサルタント業務（以下、「技術業務」という。）における総合評価落札方式の

評価項目に、賃上げに関する項目を設けることにより賃上げ実施企業に対して加

算点又は技術点の加点を行うこととする。 

ついては、「建設工事請負契約に係る総合評価落札方式の適用に関する事務処

理要領（通知）」（防整施第６０３３号。平成３１年３月２８日、以下「事務処理

要領」という。）及び「建設工事に係る技術業務の契約等における総合評価落札

方式の実施細則の運用について（通知）」（防整施第５２３８号。令和２年３月３

１日、以下「実施細則」という。）の定めに加え、適用対象、評価項目及び実施

要領等を下記のとおり定めたので、遺漏なきよう対応されたい。  

  

記  

  

１ 適用対象  

 令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての建

設工事及び技術業務。 
  

２ 評価項目  

 以下のいずれかを入札者が選択可能な評価項目とする。 



（１）入札者である中小企業等が契約を行う予定の年度の４月以降に開始する事

業年度において、対前年度比で「給与総額」を別途財務大臣から示される率

以上増加させる旨を従業員に表明していること。  
（２）入札者である中小企業等が契約を行う予定の年以降の暦年において、対前

年比で「給与総額」を別途財務大臣から示される率以上増加させる旨を従業

員に表明していること。  
 

３ 評価方法  

（１）総合評価落札方式において、上記２に該当する者に対して加点をすること

とする。加点にあたり評価者は、別紙１の「従業員への賃金引上げ計画の表

明書」（以下「表明書」という。）を入札参加者から提出を受けたことをもっ

て評価すること。 

（２）本評価項目における得点配分は、防衛省発注機関において別紙２の「加点

及び減点の考え方と配点例について」に基づき設定するものとする。 

（３）中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告

書別表１」を提出させ、法人税法第６６条第２項又は第３項に該当している

ことを確認するものとする。ただし、この場合にあって同条第５項に該当す

る者は除くものとする。  
（４）共同体（建設工事における建設共同企業体の取扱いについて（通達）（防

整施（事）第１４９号。平成２８年３月３１日）、建設工事における建設共

同企業体の取扱いの試行について（通知）（防整施第６９１８号。平成２８

年３月３１日）、並びに建設工事に係る技術業務における共同体の取扱いに

ついて（通知）（防整施第６９２７号。平成２８年３月３１日）で規定する

者のことを言う。以下同じ。）については、各構成員(中小企業等)の全員が

構成員毎に表明書を提出した場合に限り評価するものとする。 

  

４ 賃上げ実績の確認  

（１）防衛省発注機関は、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを

実施したかどうか、当該落札者の事業年度等（事業年度及び暦年をいう。以

下同じ。）が終了した後、速やかに確認すること。 
（２）確認に当たっては、２（１）の場合においては、賃上げを表明した年度と

その前年度の「法人事業概況説明書」（別紙３）の「「10 主要科目」のうち

「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」とい

う。）を、２（２）の場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

（別紙４）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、

賞与等の総額」の「支払金額」を比較することとする。  



なお、落札者が上記３による加点を受けていない企業である場合には実績

確認は要しない。 

（３）防衛省発注機関は、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっ

ても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実

績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合

には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。  

（４）上記３により加点を受けた落札者について、事業年度で賃上げを表明した

場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を、暦年で賃上げを表明

した場合には、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を賃  

上げ実施期間終了月の月末から３か以内に提出させるものとする。  

（５）共同体については、構成員毎に確認するものとする。 

  

５ 賃上げの表明した者に関する報告 

防衛省発注機関は、上記３により加点を受けた落札者、及び上記４による確

認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ

基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合である

か確認した結果を別紙５の表に取りまとめ、陸上幕僚監部並びに陸上自衛隊の

部隊及び機関は陸上幕僚監部監理部会計課長が、海上幕僚監部並びに海上自衛

隊の部隊及び機関は海上幕僚監部総務部経理課長が、航空幕僚監部並びに航空

自衛隊の部隊及び機関は航空幕僚監部総務部会計課長が、各地方防衛局は総務

部契約課長が、各地方防衛支局は総務課長が、施設等機関、情報本部、防衛監

察本部及び防衛装備庁は当該機関の入札・契約状況調書の作成を担当する部署

の課長が、名護防衛事務所は名護防衛事務所長が取りまとめの上、年度の上半

期分の実績については１０月５日までに、年度の下半期分の実績については翌

年度の４月末（暦日とし、休日の場合は翌日。）までに建設制度官へ送付するも

のとする。 

 

６ 賃上げの基準に達していない場合の対応 

（１）防衛省発注機関は、賃上げ基準に達していない者として財務省主計局法規

課から通知された日より１年間、賃上げ基準に達していない者が総合評価落

札方式による入札に参加する場合、同者に対して、当該入札において本取組

により加点する割合よりも大きな割合の減点をすることとする。 

（２）上記の減点措置については、入札公告日を基準として実施するものとす

る。 

（３）減点の割合は、別紙２に定めるところにより、防衛省発注機関において設

定するものとする。 



（４）防衛省発注機関は、上記（１）による落札者の確認の結果、賃上げを行っ

た者であることが確認できなかった旨、別紙６－１、６－２により通知する

ものとする。 

（５）上記４の確認にあたり所定の書類を提出しない場合も、上記（１）の賃上

げ基準に達していない者と同様に減点措置を行うこととする。 

（６）本取組により加点を受けた落札者が共同体による契約の場合、減点措置は

当該共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構

成員に含む共同体に対して行う。 

 
７ 入札説明書等への記載について  
上記２～６について、防衛省発注機関は入札説明書等に記載することにより

実施のために必要な措置を行うものとし、その記載例は別紙７に示すとおりと

する。  
 
８ 落札決定後の公表について 

落札決定後の公表については次の通りとする。 

（１）建設工事のうち、事務処理要領別紙様式第２を用いる場合については、

「（d）企業の信頼性・社会性、その他」の欄に、別紙様式第３を用いる場合

については、「（c）企業の信頼性・社会性、その他」の欄に、合計した点数

を記載する。 

（２）建設コンサルタント業務については、実施細則付紙第４の表中、「業務の

実施方針・実施フロー、工程計画、その他」欄に合計した点数を記載する。 

  
９ 取組状況の確認  
財務省主計局法規課は、毎年度、各省各庁における本取組の実施状況を確認

するため、必要な措置を行うこととしている。具体的な作業は、財務省主計局

法規課からの依頼等を踏まえ、別途依頼する。 

  
10 その他 
（１）本通知の実施に伴う、事務処理要領別表第 1及び第２の技術提案等評価

表の作成例を別紙８及び別紙９に示すので参考にされたい。  
（２）本制度の実施に当たり疑義が生じた場合、整備計画局建設制度官と調整

するものとする。 

 

 

 

 



添付書類：別紙１～別紙９ 

配布区分：整備計画局施設整備官、提供施設計画官、施設技術管理官 



別紙１ 

 

 【中小企業等用】  
  

従業員への賃金引上げ計画の表明書  
  
  
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年

度）（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以

上とすることを（表明いたします。）（従業員と合意したことを表明いたしま

す。）  
  
令和 年  月  日  株式会社○○○○  
 （住所を記載）  

 代表者氏名 ○○ ○○    
  
  
   
 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。  
   
令和 年  月  日  株式会社○○○○  

 従業員代表            氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印  
  
  
  
  
  
 
  
  



別紙１ 
  

（留意事項）  
【中小企業等用】  

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概

況説明書」を当該事業年度終了月の月末から 3か月以内に（防衛省発注機関の

名称）に提出してください。  
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成す

る類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提出し

てください。  
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉

徴収票等の法定調書合計表」を翌年の３月末までに（防衛省発注機関の名称）

に提出してください。  
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若

しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類

を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式に

よる入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。  
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が

行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の

時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事

由を確認した（防衛省発注機関の名称）により適宜の方法で通知するものとしま

す。 

５．中小企業等とは法人税法第６６条第２項又は第３項に該当する者とします。た

だし、同条第５項に該当するものは除きます。 

６．表明書に記載する事業年度若しくは暦年については、当該入札に伴う契約履行

の期間と合致するものではありません。 

 

 

  
   



別紙２ 

 

加点及び減点の考え方と配点例について  

  

１ 賃上げの実施を表明した企業への加点の考え方と配点例  

 賃上げの実施を表明した企業に対する加点の得点配分は３％～５％としていること

から、加算点又は合計技術評価点の得点配分を３％で整数となるよう加点の配点を設

定するものとする。 

 

（１） 建設工事の場合 

ア 素点計上方式（技術提案評価型（基準額以上）及び技術提案評価型（高度技術

提案型）） 

 （ア）加点の方法 

  加算点の配点は、評価点満点の３％以上となるよう加点配点を設定。 

例として、加算点４０点満点の場合、２点を加算する。 

 

 （参考） 

１点の場合 １点÷(４０点＋１点)＝２．４％ （３％に達していないので不可） 

２点の場合 ２点÷(４０点＋２点)≒４．７％ （３％以上であるため可） 

 

（イ）減点の方法 

競争参加者に減点対象の者がいる場合、入札案件毎に定めた加点点数に１点を

加えた点数を減点する。評価を受けた時の点数ではないことに注意すること。 

 減点点数の計算例 （入札案件の加点得点が２点であった場合） 

（参考） 

減点対象者の減点点数 ２点+１点=－３点（３点を減点） 

 

ただし、減点対象者が新たに賃上げ表明した場合 

減点対象者の減点点数＋加点点数＝－３点+２点＝－１点（１点を減点） 

 

イ 技術提案評価型（基準額未満）・施工能力評価型 

 （ア）加点の方法 

 技術提案等評価表の合計評価点が満点の３％以上となるよう配点を設定。 

例として、技術提案評価型で加算点１１０点満点の場合、４点を加算する。 

 （参考） 

３点の場合 ３点÷(１１０点＋３点)＝２．６％（３％に達していないので不可） 

４点の場合 ４点÷(１１０点＋４点)＝３．５％（３％以上であるため可） 

 

 



（イ）減点の方法 

競争参加者に減点対象の者がいる場合、入札案件毎に算出した賃上げ評価に

対する評価点数に１点を加えた点数を減点する。評価を受けた入札時の点数で

はないことに注意すること。なお、賃上げの達成が出来ず減点対象となった者

が、新たに賃上げ表明した場合、減点と賃上げ表明の加点を合算する。 

参考として、（ア）の者が減点の対象であった場合 

１１０点－（４点＋１点）=１０５点 

 

さらに、減点対象の者が新たに賃上げの表明を行った者であった場合 

１１０点－（４点＋１点)＋４点＝１０９点となる。 

 

  

（２）技術業務の場合 

（ア）加点の方法  

 応募した者が表明者の場合 評価のウエイトの最大点数に３％を乗じて、得た数

値を切り上げて得た整数を加算する 

例として、標準型で評価のウエイト１３０点満点の場合、５点を加算する。 

 

 （参考） 

４点の場合 ４点÷(１３０点＋４点)＝２．９％（３％に達していないので不可） 

５点の場合 ５点÷(１３０点＋５点)＝３．７％（３％以上であるため可) 

 

（イ）減点の方法 

競争参加者に減点対象の者がいる場合、入札案件毎に定めた加点点数に１点を加

えた点数を減点する。評価を受けた入札時の点数ではないことに注意すること。 

 なお、賃上げの達成が出来ず減点対象となった者が、新たに賃上げ表明した場

合、減点と賃上げ表明の加点を合算する。 

 参考として、（ア）の者が減点の対象であった場合 

１３０点―（５点＋１点）＝１２４点 

さらに、減点対象の者が新たに賃上げの表明を行った者であった場合 

１３０点―（５点＋１点)＋５点＝１２９点となる。 



 

別紙３ 



 



 

別紙４ 



 



 



 



                                 別紙５  

             



別紙６―１（事実を知った場合） 

 

第    号 

令和 年 月 日 

 

住所 

商号又は名称 

法人登録番号 

代表者氏名殿 

 

＜確認した防衛省発注機関の名称＞   

 

 

貴社は、〇年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの事業年度）又は○年に

おいて従業員への賃上げ計画の表明書を提出して総合評価落札方式による入札に参加し、

加点評価を得て落札・契約をいたしましたが、賃上げに関する確認を行った結果、賃上げ

の基準に達していない事実を確認しましたので通知します。 

 

記 

 加点評価した工事件名：（※複数ある場合は列挙） 

 確認した日     ：令和○年○月○日 

  

 

 



別紙６―２（確認書類の提出が無い場合） 

 

第    号 

令和 年 月 日 

 

住所 

商号又は名称 

法人登録番号 

代表者氏名殿 

＜確認した防衛省発注機関の名称＞   

 

 

貴社は、〇年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの事業年度）又は○年に

おいて従業員への賃上げ計画の表明書を提出して総合評価落札方式による入札に参加し、

加点評価を得て落札・契約をいたしましたが、賃上げを実施したか確認するための書類を

期限までに提出されませんでしたので、通知します。 

 

記 

 加点評価した工事件名：（※複数ある場合は列挙） 

 書類提出の期限   ：令和○年○月○日（消印有効） 

確認した日     ：令和○年○月○日（原則としては提出の期限の翌日） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙７ 

 

１  《入札説明書等記載例》  

建設工事については、賃上げを実施する中小企業等を評価する工事等である旨を入札公

告及び入札説明書に明記する。  

以下に工事の場合の記載例を示す。技術業務の場合は「工事」を「業務」と、「加算点」

を「技術点」とするなど契約種別に応じ、適宜見直して用いること。  

  

【入札公告】  

『（番号）工事概要』に以下を追記する。  

（番号）本工事は、賃上げを実施する中小企業等に対して総合評価における加点を行う

工事である。  

  

【入札説明書】  

『（番号）工事概要』に以下を追記する。   

（番号）本工事は、賃上げを実施する中小企業等に対して総合評価における加点を行う

工事である。  

 『（番号）総合評価に関する事項』に以下の内容を記載する。（入札の評価に関する基

準及び得点配分の加算点に、以下の項目、評価基準、配点割合及び留意事項を加え

る。） なお、評価基準の欄の「○年」には契約を行う予定の年度または暦年を記載

し、配点割合の欄の「○点」には加算点の３％以上の整数となるよう設定すること。 

（番号）賃上げの実施に関する評価  

      

評価項目  
評価基準  配点割合  

賃上げの実施

を表明した企

業等  

令和○年４月以降に開始する最初の事業年度また

は令和○年（暦年）において、対前年度または前

年比で給与総額を（別途財務大臣が定める率を記

載）以上増加させる旨、従業員に表明しているこ

と。【中小企業等】 
加算○点、

減点○点

（※）   

（１）本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙１の「従業員への賃金引上げ

計画の表明書」（以下「表明書」という。）を提出すること。なお、共同企業体

が加点を受けるには各構成員による表明（中小企業等）が必要である。また、

表中「【中小企業等】」とは、法人税法第 ６６条第２項又は第３項に該当する

者については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表１」を

提出することをいう。ただし、同条第５項に該当するものは除く。 



なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により

表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、

速やかに（防衛省発注機関の名称）が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、

以下に示す書類を賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に、（防衛省発注機

関の名称）に提出するものとする。  

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別紙３又は別紙４）の「「10 主

要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合

計額」という。）を比較し、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源

泉徴収票等の法定調書合計表」（別紙４）の１給与所得の源泉徴収票合計表(375）」

の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を比較することとする。 

 

（２） 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認

会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書

類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に

代えることができる。 

 

 

(番号)賃上げが基準に達しなかった場合の措置 

上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、賃上げを

表明して加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は

本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合これを通知し、財務省へ報告

する。財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知された日から１年間、

政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割

合よりも大きな割合（１点以上大きな配点）の減点を行う。 

 

 

(番号)減点の評価方法 

賃上げの実施を表明した企業等の項目における減点の評価は、財務省から「賃上げ

基準に達していない者」として通知された日から１年間の者が対象となる。なお、当

該入札に参加する者が、加点の対象であり、減点の対象でもあった場合、加点と減点

の両方を評価する。 

 

 

 

 



(番号)建設共同体について 

共同企業体の場合に、実績確認において中小企業等の構成員の一部又は全部の者が

未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員で

ある企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。 

 
  



別紙８ 

 

 
 

 



別紙９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配点 配点

国又は特殊法人等※１の施工実績あり 2

地方公共団体又は地方公社発注の施工実績あり 1

その他 0

より同種性の高い工事※２の実績あり 5

同種性が認められる工事※３の実績あり 0

当該発注者が発注した工事で、80点以上 4

・当該発注者が発注した工事で、75点以上

・国又は特殊法人等が発注した工事で、80点以上
3

・当該発注者が発注した工事で、70点以上

・国又は特殊法人等が発注した工事で、75点以上

・地方公共団体が発注した工事で、80点以上

2

・国又は特殊法人等が発注した工事で、70点以上

・地方公共団体が発注した工事で、75点以上
1

その他 0

当該発注者が発注した工事で、65点未満の実績あり

企業の施

工能力の

評価を０点

とする。

①　大臣官房施設監の特別優秀工事等顕彰 1件につき５

②　地方防衛局長の感謝状の贈与（令和元年度受賞分まで有効。令和２年

度以降の受賞は評価しない）
1件につき４

③　地方防衛局調達部長又は地方防衛支局長の優秀工事等顕彰 1件につき４

④　国、特殊法人等及び地方公共団体の優良工事表彰等の受賞実績 1件につき１

⑤　インフラメンテナンス大賞（防衛大臣賞） 1件につき４

⑥　インフラメンテナンス大賞（防衛省特別賞） 1件につき３

⑦　インフラメンテナンス大賞（防衛省優秀賞） 1件につき２

実績なし 0

実績があり、かつ工事成績が８０点以上 3

実績があり、かつ工事成績が７５点以上 2

実績があり、かつ工事成績が７０点以上 1

実績なし又は工事成績が７０点未満 0

特許権、実用新案権の取得あり、ＮＥＴＩＳへの登録あり 1

なし 0

認証を取得済み（当該工事に適用予定であること。） 1

認証を取得済み（当該工事に適用予定であること。） 1

認証を取得済み（当該工事に適用予定であること。） 1

３５歳以下の技術者を配置 1

資格あり（監理技術者又は主任技術者となりえる国家資格） 1

女性技術者を配置 1

資格あり（監理技術者又は主任技術者となりえる国家資格） 1

女性活躍推進法に基づく認定等※６

次世代法に基づく認定※７

若者雇用促進法に基づく認定※８

一級○○施工管理技士又は同等以上の資格あり 1

一級○○施工管理技士又は同等以上の資格なし 欠格

同種工事の施工経験あり（役職（監理（主任）技術者又は現場代理人）経験

あり）
2

同種工事の施工経験あり（役職（監理（主任）技術者又は現場代理人）経験

なし）
1

より同種性の高い工事※２の実績あり 5

同種性が認められる工事※３の実績あり 0

当該発注者が発注した工事で、８０点以上 5

当該発注者が発注した工事で、７５点以上 4

・当該発注者が発注した工事で、７０点以上

・国又は特殊法人等が発注した工事で、８０点以上
3

・国又は特殊法人等が発注した工事で、７５点以上

・地方公共団体が発注した工事で、８０点以上
2

・国又は特殊法人等が発注した工事で、７０点以上

・地方公共団体が発注した工事で、７５点以上
1

その他 0

当該発注者が発注した工事で、６５点未満の実績あり。

配置予定

技術者の

能力を0点

とする。

技術提案等評価表（技術提案評価型（基準額未満）・地域評価型)作成例
  企  業  名： （単位：点）

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力

評価

区分

評価

項目
評価の細目 評価基準

評価点

よ り同種性の高い工事の施工実績

　当該年度及び前年度から過去15年間の実績（平成○年４月１日から公告日までに完成・

引渡しが完了した工事）

5

企

業

の

能

力

若手技術者の活用

　監理（主任）技術者以外に３５歳以下の若手技術者を配置

女性技術者の配置

　監理（主任）技術者、現場代理人、担当技術者のいずれかに女性技術者を配置

自

由

設

定

項

目

企

業

の

施

工

能

力

同種工事の施工実績

　当該年度及び前年度から過去15年間の実績（平成○年４月１日から公告日までに完

成・引渡しが完了した工事）

2

関連分野での技術開発の実績※５

　過去10年間の技術開発

品質管理ﾏﾈｼ ﾞﾒﾝ ﾄ ｼｽﾃﾑ規格（ＩＳＯ9000ｓ ）の取得状況

環境ﾏﾈｼ ﾞﾒﾝ ﾄ ｼｽﾃﾑ規格（ＩＳＯ14000ｓ ）の取得状況

情報ｾｷｭﾘﾃ ｨ ﾏﾈｼ ﾞﾒﾝ ﾄ ｼｽﾃﾑ規格（ＩＳＯ27000ｓ ）の取得状況

合計で

最大10

点とす

る。

3

合計で

最大５

点とす

る。

工事成績

　当該工事と同一工種で当該年度及び前年度から過去３年間（平成○年４月１日から公告

日までに完成・引渡しが完了した工事の工事成績）の工事成績評定点（最大３件分の

各々における評価を合計）

※　評価の対象は、国、特殊法人等及び地方公共団体発注の工事で、施工場所

　が参加要件とした地域内の実績に限る。

工事成績

　当該工事と同一工種で当該年度及び前年度から過去３年間の工事成績評定点　（平成

○年４月１日から公告日までに完成・引渡しが完了した工事の工事成績）

優秀工事等顕彰等の実績

　当該年度及び前年度から過去３年間の優秀工事等顕彰等の実績（平成○年４月１日か

ら公告日までに顕彰等を贈与した工事）を右記①から⑦のとおり評価し、最大３件分の

各々における評価を合計。

※　競争性確保の観点から評価件数を限定しているが、実情に応じて評価件数を増やし

　ても良い（例：最大５件まで評価、①から⑦までの各項目で最大３件まで評価、等）

※　②から④については、受賞した工事の工事場所が参加要件とした地域内での顕彰等

　に限る※４。

※　当該工事に該当しない他工種での実績でも可とする。

合計で

最大10

点とす

る。

難工事の工事実績

　当該年度及び前年度から過去３年間（平成○年４月１日から公告日までに完成・引渡し

が完了した工事）に、当該発注機関の難工事を施工した実績

※　当該工事に該当しない他工種での実績でも可とする。

※　複数の難工事実績があったとしても評価対象は１件のみとする。

よ り同種性の高い工事の施工実績

　当該年度及び前年度から過去15年間の実績（平成○年４月１日から公告日までに完成・

引渡しが完了した工事）

5

監理（主任）技術者又は現場代理人の経験

　当該工事と同一工種で当該年度及び前年度から過去５年間（平成○年４月１日から公告

日までに完成・引渡しが完了した工事の工事成績）の監理（主任）技術者又は現場代理人

を経験した工事成績評定点（最大３件分の各々における評価を合計）

※　現在と異なる会社の所属でも可とする。

監理（主任）技術者又は現場代理人の経験

　当該工事と同一工種で当該年度及び前年度から過去５年間（平成○年４月１日から公告

日までに完成・引渡しが完了した工事の工事成績）の監理（主任）技術者又は現場代理人

を経験した工事成績評定点

合計で

最大10

点とす

る。

資格 1

同種工事の施工経験

　当該年度を含む前年度から過去15年間の実績（平成○年４月１日から公告日までに完

成・引渡しが完了した工事）

2

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価

いずれか

の認定を

受けてい

れば１点



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配点 採点

①　大臣官房施設監の特別優秀工事等技術者顕彰 1件につき７

②　地方防衛局調達部長又は地方防衛支局長の優秀工事等技術者顕彰 1件につき６

③　大臣官房施設監の特別優秀工事等顕彰受賞工事に、監理（主任）技術

者又は現場代理人として従事
1件につき５

④　地方防衛局長の感謝状の贈与（令和元年度受賞分まで有効。令和２年

度以降の受賞は評価しない）、地方防衛局調達部長又は地方防衛支局長

の優秀工事等顕彰受賞工事に、監理（主任）技術者又は現場代理人として

従事

1件につき５

⑤　国、特殊法人等又は地方公共団体の優良工事技術者表彰等受賞実績 1件につき４

⑥　国、特殊法人等又は地方公共団体の優良工事表彰等受賞工事に、監

理（主任）技術者又は現場代理人として従事
1件につき３

実績なし 0

実績があり、かつ工事成績が８０点以上 3

実績があり、かつ工事成績が７５点以上 2

実績があり、かつ工事成績が７０点以上 1

実績なし又は工事成績が７０点未満 0

推奨単位を取得 2

推奨単位の過半を取得 1

なし 0

４０歳以下の監理（主任）技術者を配置 1

定期的な実務指導の実施 1

Ａ　当該駐屯地等において自衛官在職時の勤務経験を有する予備

　自衛官又は即応予備自衛官であり、駐屯地等との調整業務を実

　施する場合

2

Ｂ　当該都道府県内にある駐屯地等※１１において自衛官在職時の勤

　務経験を有する予備自衛官又は即応予備自衛官であり、駐屯地

　等との調整業務を実施する場合

1

C　当該都道府県に隣接する県内にある駐屯地等※１２において自衛

　官在職時の勤務経験を有する予備自衛官又は即応予備自衛官

　であり、駐屯地等との調整業務を実施する場合

0.5

なし 0

実績として挙げた工事の担当分野に中心的・主体的に参画し、創意工夫等

の積極的な取り組みが期待できる。
4

実績として挙げた工事の担当分野において適切な工事管理を行ったことが

確認できる。
2

その他 0

当該工事について適切に理解しており、積極的な取り組み姿勢が見られ

る。
4

当該工事について適切に理解している。 2

その他 0

質問に対する応答が明快、かつ迅速である。 2

その他 0

施工実績15件以上 6

施工実績12件から14件 4

施工実績10件から11件 2

施工実績なし 0

当該地域内に本店（社）の所在あり 4

当該地域内に当該工種に係る建設業許可を有する支店又は営業所の所

在あり
2

上記以外 0

県内下請業者への発注予定金額が請負金額の３０％以上 10

県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％以上３０％未満 5

県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％未満 0

災害協定等あり（県内特定地域）※１３ 2

災害協定等あり（同一県内） 1

災害協定等なし 0

活動実績あり（県内特定地域）※１３ 2

活動実績あり（同一県内） 1

活動実績なし 0

使用実績あり 1

使用実績なし 0

３件以上 2

１から２件 1

実績なし 0

企

業

の

施

工

能

力

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力

優秀工事等技術者顕彰等の実績

　当該年度及び前年度から過去５年間の優秀工事等顕彰等の実績（平成○年４月１日か

ら公告日までに顕彰等を贈与した工事）を右記①から⑥のとおり評価。

※　②及び④から⑥は、施工場所が参加要件とした地域内の工事に係る顕彰等に限る。

※　当該工事に該当しない他工種での実績でも可とする。

合計で

最大10

点とす

る。

継続教育（CPD）の取り組み状況

　CPDについて当該団体の推奨単位以上または過半を取得している場合（公告日から

過去１年間に発行された証明書であること）

技術者育成型の活用

　４０歳以下の監理（主任）技術者を配置

ﾋ

ｱ

ﾘ

ﾝ

ｸﾞ

 技術者の専門技術力

 当該工事の理解度・取り組み姿勢

 技術者のコミュニケーショ ン 力

難工事の工事実績

　当該年度及び前年度から過去５年間（平成○年４月１日から公告日までに完成・引渡し

が完了した工事）に、当該発注機関の難工事に監理（主任）技術者又は現場代理人として

従事した経験

※　当該工事に該当しない他工種での実績でも可とする。

※　複数の難工事実績があったとしても評価対象は１件のみとする。

3

評価

区分

評価

項目
評価の細目 評価基準

評価点

地

域

精

通

度

地理的条件１(近隣地域内における施工実績）

　当該工事と同一工種で当該年度及び前年度から過去５年間（平成○年４月１日から平成

○年３月３１日までに完成・引渡しが完了した工事）の施工実績

※　近隣地域の設定について、都道府県では評価基準として適正を欠く場合、必

　要に応じて市町村等の記載を可能とする。

※　地域の実情に応じて、評価基準の件数等を変更を可能とする。

6

地理的条件２(本店（社）、支店、営業所の所在）

※　本店等の所在について、都道府県では評価基準として適正を欠く場合、必要

　に応じて市町村等の記載を可能とする。

4

不発弾処理対策の実績※１４

　当該都道府県内において、当該年度を含まない過去１５年間（平成○年４月１日から平

成○年３月３１日）の実績

※　不発弾処理対策とは、現場において不発弾が発見され、自衛隊及び警察等

　が処理するまでの間、現場対策（立ち入り制限等の安全施設類の設置、安全

　管理上の監視、交通誘導員等の配置等）を行ったものをいう。

企

業

の

信

頼

性

・

社

会

性

ボラ ンティア活動によ る地域貢献度の実績

　当該都道府県内における当該年度及び前年度から２年間（平成○年４月１日から公告

日まで）のボランティア活動による地域貢献の実績

※　県内特定地域とは、同一県内にあって同じ文化、流通又は経済圏を有する地

　域をいい、当該工事場所の周辺地域を指す

地元企業の採用状況

※　地元企業とは、工事場所と同じ県内に本支店の登記がある企業をいう。

※　工事場所と同じ県内に本店の登記がある企業に限り、自社施工分も県内下請

　業者への発注予定金額に計上しても良い。

※　都道府県による設定では評価基準として適正を欠く場合、必要に応じて市町

　村等の記載を可能とする。

10

災害協定等によ る地域貢献度の実績

　当該都道府県内における公共機関との災害協定等の有無

※　県内特定地域とは、同一県内にあって同じ文化、流通又は経済圏を有する地

　域をいい、当該工事場所の周辺地域を指す

予備自衛官又は即応予備自衛官の現場配置※９

　［次の３つの条件を満たす場合に評価する］

①　当該工事の作業に直接従事する作業員等であること。

②　駐屯地等との調整において現場代理人を補佐し、アドバイス等を行なうこと。

③　現場配置期間の延べ日数が３０人・日以上あること。

※　下請け企業が予備自衛官又は即応予備自衛官を配置する場合も同様に評価

　する。

※　現場配置予定者が複数名いる場合の取り扱いは、現場配置期間の延べ日数

　の合計とし、評価基準Ａ、Ｂ、Ｃが混在する場合は、３０人・日となる組合わせに

　おいて評価点の低い方で評価を行う。※１０

合計で

最大４

点とす

る。

自

由

設

定

項

目

地

域

貢

献

度

地産品の使用状況

　当該年度を含まない過去２年間に同一県内で生産・製造された建設資材の使用状況

（平成○年４月１日から平成○年３月３１日までの実績）

合計で

最大５

点とす

る。

自

由

設

定

項

目



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


